
　

失
業
な
ど
の
経
済
的
な
理
由
で
、
国
民
年

金
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る

｢

保
険
料
免
除
制
度｣

が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
の
申
請
が
承
認
さ
れ
る
と
、
保
険
料

の
全
額
ま
た
は
一
部
の
納
付
義
務
が
免
除
さ

れ
ま
す
。

　

平
成
25
年
度
の
保
険
料
額
は
左
表
の
と
お

り
で
す
。
な
お
、
全
額
免
除
お
よ
び
一
部
免

除
の
ど
の
階
層
に
該
当
す
る
か
は
、
本
人
・

配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の
所
得
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
問
合
先
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

免
除
・
納
付
猶
予
制
度

　

大
き
く
分
け
て
３
つ
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

①
学
生
納
付
特
例
制
度
＝
学
生
の
方

②
全
額
免
除
・
一
部
納
付（
免
除
）制
度
＝
①

　

に
該
当
し
な
い
方

③
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
＝
30
歳
未
満
で
、

　

本
人
と
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の

　

方
保
険
料
が
未
納
の
ま
ま
だ
と･･･

・
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
が
受
給
で
き
な

　

か
っ
た
り
、
受
給
で
き
て
も
金
額
が
少
な

　

く
な
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
生

　

じ
た
場
合
に
、
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

　

で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
一
部
免
除
の
承
認
を
受
け
て
も
、
残
り
の

　

部
分
を
納
付
し
な
い
と
、
未
納
と
同
じ
扱

　

い
と
な
り
ま
す
。（
詳
し
く
は
下
表
を
ご
覧

　

く
だ
さ
い
。）

・
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
を
利
用
し
な
か
っ

　

た
場
合
は
、
２
年
間
し
か
さ
か
の
ぼ
っ
て

　

納
付
で
き
ま
せ
ん
。（
免
除
・
猶
予
制
度
を

　

利
用
し
た
場
合
は
最
大
10
年
間
さ
か
の
ぼ

　

り
追
納
可
能
。
た
だ
し
、
３
年
目
か
ら
当

　

時
の
保
険
料
に
加
算
さ
れ
ま
す
。）

申
請
は
原
則
と
し
て　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

 

毎
年
必
要
で
す

　

た
だ
し
、
全
額
免
除
ま
た
は
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
の
該
当
者
で
、
翌
年
度
も
引

き
続
き
免
除
ま
た
は
若
年
者
納
付
猶
予
を

希
望
し
た
場
合
は
、
申
請
書
の
提
出
は
不

要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
申
請
期
間
】＝
７
月
１
日
～
平
成
26
年
６

月
末
日（
平
成
25
年
度
分
）

＊
学
生
納
付
特
例
は
、
４
月
１
日
～
平
成

　

26
年
３
月
末
日

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】＝

・
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
印
を
除
く
）、
年
金
手
帳

・
学
生
の
方
は
、
学
生
証
の
写
し
ま
た
は
在   

　

学
証
明
書（
原
本
）

・
平
成
24
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職
し
た
方

　

は
、
離
職
票
の
写
し
、
ま
た
は
雇
用
保
険

　

受
給
資
格
者
証
の
写
し

・
平
成
25
年
１
月
１
日
以
降
に
本
市
に
転
入

　

し
た
方
は
、
前
住
所
地
で
の
所
得
証
明
書

【
受
付
窓
口
・
問
合
先
】＝

▼
本
庁
保
険
年
金
課（
内
線
２
８
２
１
）　

　

ま
た
は
各
支
所
市
民
生
活
課

▼
日
本
年
金
機
構　

川
内
年
金
事
務
所　

　

（
22
）５
２
７
６

　

わ
ず
か
な
掛
け
金
で
万
が
一
の
交
通
事
故

に
備
え
る
こ
の
制
度
は
、
加
入
し
て
い
る

方
々
の
掛
け
金
な
ど
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

交
通
災
害
共
済
制
度
の
あ
ら
ま
し

■
加
入
で
き
る
方

　
　

４
月
１
日
現
在
で
本
市
に
住
民
登
録
を

　

し
て
い
る
方
は
、
年
齢
に
関
係
な
く
誰
で

　

も
加
入
で
き
ま
す
。

■
共
済
掛
け
金

　
　

一
年
ご
と
に
加
入
者
１
人
に
つ
き
５
０

　

０
円
で
す
。
途
中
加
入
者
に
つ
い
て
も
同

　

額
で
す
。

　　
　

共
済
期
間
開
始
後
の
転
出
・
死
亡
の
場

　

合
、
掛
け
金
は
返
還
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
共
済
期
間

　
　

平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
26
年
３

　

月
31
日
ま
で
で
す
。

　
　

た
だ
し
、
４
月
１
日
以
降
に
納
入
さ
れ

　

た
方
は
、
納
入
の
翌
日
か
ら
平
成
26
年
３

　

月
31
日
ま
で
で
す
。

■
災
害
見
舞
金
が
支
給
さ
れ
る
交
通
事
故

　
　

日
本
国
内
で
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転

　

 

車
、
自
転
車
、
汽
車
、
電
車
、
身
体
障
害

者
用
の
車
い
す
、
定
期
旅
客
船
、
旅
客
運

送
の
用
に
供
す
る
交
通
船
、
旅
客
機
な
ど

に
よ
り
、
接
触
、
衝
突
、
転
覆
な
ど
の
交

通
事
故（
自
損
事
故
を
含
む
）に
遭
わ
れ
て
、

そ
れ
が
原
因
で
身
体
に
傷
害
を
受
け
た
場

合
で
す
。

　
　

な
お
、
身
体
の
傷
害
に
は
精
神
の
障
害

　

は
含
み
ま
せ
ん
。

■
災
害
見
舞
金
が  　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

   

支
給
さ
れ
な
い
交
通
事
故

①
自
殺
行
為
に
よ
る
事
故

②
故
意
に
よ
る
事
故

③
天
災
な
ど
に
よ
る
事
故

④
ト
ラ
ク
タ
ー
・
耕
運
機
・
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー   

　

な
ど
作
業
用
特
殊
自
動
車
で
作
業
中
に
起

　

き
た
事
故

⑤
庭
先
・
湖
畔
・
田
畑
・
工
場
内
・
作
業
場
・

　

遊
園
地
内
の
遊
戯
施
設
な
ど
道
路
以
外
の

　

場
所
で
起
き
た
事
故

⑥
駐
車
中
な
ど
、
車
の
運
行（
交
通
）に
か
か

　

わ
り
な
く
起
き
た
事
故

⑦
子
供
用
三
輪
車
な
ど
車
両
以
外
の
も
の
に

　

よ
る
事
故

⑧
無
免
許
運
転
、
飲
酒
運
転
に
よ
る
事
故　

＊
こ
れ
ら
の
事
情
を
知
り
な
が
ら
同
乗
し

　

た
場
合
を
含
み
ま
す
。

⑨
犯
罪
行
為
に
よ
る
事
故（
犯
罪
目
的
で
の

　

運
転
、
盗
難
車
の
運
転
な
ど
）

■
災
害
見
舞
金
の
一
部
が   　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

   

支
給
さ
れ
な
い
交
通
事
故

①
本
人
の
著
し
く
速
度
制
限
に
違
反
し
た
運

　

転
に
よ
る
事
故

②
不
正
に
災
害
見
舞
金
の
支
払
い
を
受
け
よ

　

う
と
し
た
と
き

③
正
当
な
理
由
な
く
傷
害
の
治
療
に
関
す
る

　

医
師
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き

④
管
理
者
が
、
災
害
見
舞
金
の
支
払
い
を
著

　

し
く
不
適
当
と
認
め
た
と
き

■
災
害
見
舞
金
の
請
求
期
間

　
　

事
故
発
生
日
か
ら
２
年
以
内
で
す（
２

　

年
を
超
え
て
か
ら
請
求
さ
れ
る
と
災
害
見

　

舞
金
は
お
支
払
い
で
き
ま
せ
ん
）。

＊
事
故
に
遭
っ
た
ら
、
自
損
事
故
で
も
必

　

ず
警
察
に
届
け
ま
し
ょ
う
。

■
災
害
見
舞
金
の
額

　
　

１
等
級
：
１
０
０
万
円（
死
亡
の
場
合
）

　

か
ら
９
等
級
：
２
万
５
千
円
ま
で

　
　

治
療
実
日
数（
医
療
機
関
で
治
療
を
受

　

け
た
日
数
）で
見
舞
金
が
変
わ
り
ま
す
。

　
　

交
通
事
故
証
明
書
が
な
い
場
合
は
、
１

　

等
級
下
位
の
等
級
に
な
り
ま
す
。

　
■
加
入
申
込
方
法

　
　

本
年
２
月
に
各
戸
に
送
付
し
た
加
入
申

　

 

込
書
に
よ
り
、
市
指
定
金
融
機
関
ま
た
は

本
庁
２
階
公
金
取
扱
所
で
掛
け
金
を
納
入

し
て
く
だ
さ
い
。

＊
納
入
期
限
を
過
ぎ
た
加
入
申
込
書
も
使

　

用
で
き
ま
す
。

＊
加
入
申
込
書
を
紛
失
し
た
り
、
加
入
人

　

数
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
再
発
行
し
ま

　

す
の
で
、
問
合
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
市
民
課
市
民
相
談
Ｇ（
内

線
２
５
６
２
）ま
た
は
各
支
所
市
民
生
活
課

老齢基礎年金の 
資格期間には

老齢基礎年金額の
計算には

万一の障害年金・ 
遺族年金の保障は

後から保険料を納めたいときには 
（追納期間）

全 額 免 除

認められます

１／２として計算

あります

10 年以内なら追納できます

４分の３免除 ５／８として計算

10 年以内なら追納できます 
（一部免除部分）半 額 免 除 ３／４として計算

４分の１免除 ７／８として計算

納 付 猶 予
計算されません 10 年以内なら追納できます

学 生 特 例

未 　 　 納 認められません 計算されません ありません ２年を過ぎると納付できません

平成 25 年度保険料 月　額

全額免除 0 円

４分の３免除 3,760 円

半額免除 7,520 円

４分の１免除 11,280 円

免除を受けなかった場合 15,040 円

＊下の表も参照してください。

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・

　
　
　
　
納
付
猶
予
制
度
の
ご
案
内

平
成
25
年
度
も
忘
れ
な
い
よ
う
に
家
族
ぐ
る
み
で
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

安全運転が一番

11 10広報薩摩川内　2013.6.102013.6.10　広報さつませんだい


